
 

 

 

 

 

 

介護職員として一定の知識と経験を持ち現在離職している方で、県内で介護職員として再就職をされる

方に、再就職のための準備金を無利子でお貸しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸付対象者 

下記①～⑥全てに該当する方が貸付対象となります。 

①介護職員等として１年以上（雇用期間が 365 日以上かつ業務従事日数が 180 日以上）経験のある方 

②次のいずれかに該当する方 

  ＊介護福祉士 

  ＊実務者研修・介護職員基礎研修・介護職員初任者研修のいずれかの研修を修了した方 

  ＊訪問介護員（ホームヘルパー）１級又は２級の課程を修了した方 

③介護保険サービスを提供している事業所や施設に介護職員等として再就職が決まった方 

④高知県福祉人材センター（福祉人材バンクも含む）に登録した方（直近の介護職員等※として離職した

日から再就職までの期間） 

⑤高知県内に住民登録している方で、③の事業所又は施設で介護職員等※の業務に従事しようとしてい

る方 

⑥平成 28 年１０月１日以降に介護職場に再就職され、離職から１か月以上経過をしている方 

 

 

 

①子どもの預け先を探す際の活動費 

②介護にかかる情報収集や講習会参加経費、国家試験の受験手数料又は参考図書等の購入費 

③介護職員等としての業務に必要な靴や訪問介護員等として、利用者の居宅を訪問する際に必要となる

道具や鞄等の被服費 

④敷金礼金、転居費など転居を伴う場合に必要な経費 

⑤通勤用の自転車やバイク購入費 など 

 

 

 

 

 

離職介護人材再就職準備金貸付事業  

 

 

離職介護人材再就職準備金の貸付けのご案内 

 

貸付額 

20 万円以内 
（一人当たり一回限り） 

 
再就職した日から介護職員として県内で   年間従事した場合は、  

されます。 

※未就労、他産業への転職等の場合は、貸付額の返還が必要です。 

Point 

全額返還免除 ２ 
貸付対象となる経費 



貸付申請書類 

貸付申請時には下記書類を全てご提出ください。 

（※申請時、下記をチェックリストとしてご使用ください）。 

    □①申請書                    

□②身上調書 

□③福祉人材センター（福祉人材バンク含む）への「求職票」の写し 

□④住民票 

□⑤介護職員等業務従事証明書 

□⑥資格証明書又は研修終了書の写し 

□⑦再就職準備金利用計画書 

□⑧再就職先の内定書の写し（就職決定後には、雇用契約書の写し） 

□⑨連帯保証人の所得証明書 

□⑩個人情報取扱いについて（同意書） 

□⑪その他必要と認められる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

退職

高知県福祉人材

センターへ求職登録

（福祉人材バンクも
含む）

就職内定及び

貸付申請

再就職した日から

３ヶ月以内に申請

退職日から再就
職日までに１カ月
以上経過している

こと

貸付決定

貸付審査によ
り、貸付の可
否を決定

貸付金交付

借用書等の提出
後、交付

返還猶予

貸付金が交付された後、返還猶予の申請。

返還債務の免除要件を満たすまで返還を
猶予

※ 毎年４月に対象業務に従事している証明書
が必要です。

返還免除

県内で介護職員とし
て２年間従事

貸付けに関する問い合わせ先 

社会福祉法人 高知県社会福祉協議会 福祉資金課 

〒780-8567 高知県高知市朝倉戊 375-1  TEL 088-844-4600 

 

求職登録に関する問い合わせ先 

高知県福祉人材センター 

〒780-8567 高知県高知市朝倉戊 375-1  TEL 088-844-3511 

 


